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○空家等対策の推進に関する特別措置法（抜粋） 

（平成二十六年十一月二十七日　法律第百二十七号） 

 

第二条　この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であっ

て居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木そ

の他の土地に定着する物を含む。第十四条第二項において同じ。）をいう。ただし、

国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

2　この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危

険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な

管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活

環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家

等をいう。 

 

第八条　市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うた

めの協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

2　協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町

村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市

町村長が必要と認める者をもって構成する。 

3　前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

第十三条　市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放

置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、

当該状態にあると認められる空家等（以下「管理不全空家等」という。）の所有者等

に対し、基本指針（第六条第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。）に即し、

当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要

な措置をとるよう指導をすることができる。 

 

第二十二条　市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除

却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そ

のまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生

上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。
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次項において同じ。）をとるよう助言又は指導をすることができる。 

2　市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空

家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、

相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全

を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。 

 

 

 

○松江市空家等対策協議会条例（抜粋） 

（平成28年3月24日　松江市条例第29号） 

 

第2条　協議会は、次に掲げる事項を協議する。 

(1)　空家等対策計画（法第7条第1項に規定する空家等対策計画をいう。）の作成及

び変更に関すること。 

(2)　空家等対策計画の実施に関すること。 

(3)　特定空家等（法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。）に該当するか否か

の判断が困難である場合の当該判断に関すること。


